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Ethics  Everywhere 
 

 

ジョーンズ ラング ラサールは妥協なきインテグリティー（清廉性）と最高水準の倫理

的行動を支持します。当社はこれまで築き上げてきた世界的からの高い評価を誇りにし、

今後もさらに高い評価を得られるよう努力します。サービス業界において、当社のブラ

ンドが意味するインテグリティーは、当社にとってもっとも価値ある資産です。 

 

 

最高経営責任者からのメッセージ 

 

偉大な企業は゗ンテグリテゖーと敬意の念を基盤にして成り立っています。ジョーンズ ラング 

ラサールは、顧客、お客様、株主、およびコミュニテゖと密接な関係を築き上げてきたことを

誇りにしています。当社の顧客は、当社の企業文化が他社とは異なると常におっしゃってくだ

さります。優秀な人たちが当社で働きたいと思うのは、当社の企業文化がもっとも重要な理由

であることは、世界中の従業員にゕンケートをおこなった結果を見ても分かります。このよう

な重要な人間関係を今後も維持するためには、日々の活動において最高水準の倫理的活動を保

つ必要があります。 

 

この企業倫理規範には、当社のために活動する人たちが理解し、遵守しなければならない倫理

方針が含まれています。当社の Ethics Everywhere（エシックス・エブリホエゕ＝いつでも、どこ

でも倫理観を持つ）プログラムは本規範を土台としています。そして当社はこのプログラムを

元に、倫理コンプラ゗ゕンス関連のプログラムを評価する独立系組織、エシスフゖゕ・゗ンス

テゖテュート（Ethisphere Institute）から「世界でもっとも倫理的な企業」の 1社に選ばれていま

す。  
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本規範は倫理に関するすべての問題を網羅することはできませんが、その代わりに行動の指針

とすべき基本方針を述べます。原則として、問題に直面した場合は一般常識、的確な判断、お

よび゗ンテグリテゖーを用いて解決することで、当社の価値観および本規範に従った判断を下

すことができます。どう行動すべきか分からない場合は、指示を仰いでください。違法または

不適切な行動につながる可能性がある状況には注意してください。当社の倫理方針に違反する

可能性がある行動に気付いた場合は、当社の倫理担当役員または倫理ホットラ゗ンに連絡する

か、当社の倫理ウェブサ゗トから報告を提出してください。それぞれの従業員の行動は企業そ

のものの行動として見られるので、不適切な行動に見られる可能性さえも避ける必要がありま

す。  

 

当社は変化し続ける世界で真の価値を創造することを目指しており、当社の見通しはこれまで

以上に明るいと考えています。当社が今後も成功を継続できるかどうか、そして良い評価を得

ることができるかどうかは、一人一人の従業員の行動にかかっています。良心的なグローバル

市民になることは良い方針であるだけでなく、ビジネスにとってもプラスです。このような理

由から、皆さん一人一人が毎日、本規範とその意味するところを守る必要があります。  

 

コリン ダイアー 

社長兼最高経営責任者 

 

 

 

 

 

取締役会長からのメッセージ 

 

゗ンテグリテゖーがある企業という評価ほど、勝ち取ることが難しく、簡単に失うものはあり

ません。当社の取締役会はジョーンズ ラング ラサールの Ethics Everywhereプログラムおよび当

社の企業としての社会的責任への取り組みを全面的に支持し、積極的に関わり続けています。

私たちは従業員の皆さんが達成してきたことを誇りにしています。既存および新規の顧客も皆
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さんが業界内で最高の゗ンテグリテゖーを持ち合わせていると認識しているでしょう。これは

従業員や株主にとってもいいことです。   

 

しかしこれで自己満足していてはいけません。悪いことが 1度起きると、長い年月をかけて築

き上げてきたものが台無しになってしまいます。いくつかの有名な大企業で、数人の従業員が

非倫理的な行動に関わったために会社が破産したという事件は皆さんもご存じでしょう。当社

でも同じようなことが起きないように、私たちも油断しないようにする必要があります。  

 

当社ブランドに対する評価は、皆さんのおかげで形成、守られてきたものなので、皆さんには

感謝しています。今後も引き続き注意して行動してください。よろしくお願いいたします。 

 

シーラ A. ペンローズ  

取締役会長 

 

 

倫理担当役員からのメッセージ 

 

もっとも成功していて持続可能な会社は、倫理的な問題がもっとも少ない会社でもあることは

誰もが知っています。当社の目標は、Ethics Everywhereプログラムをきっかけにして偉大な企業

になることです。非倫理的な行動による影響やそれによって起こり得る大きな金銭的損失を避

けることができれば、当社の株主、顧客、および同僚、そして当社が雇うベンダーや当社が事

業を展開する地域のコミュニテゖに対しても最大限の貢献ができます。 

 

それを実現する一つの方法は、常に最高水準の゗ンテグリテゖーをもって業務をおこなうため

に必要な情報源を、誰もがなるべく簡単にゕクセスできるようにすることです。そのような理

由から、本規範やその他の情報を会社の公開ウェブサ゗トと゗ントラネットからゕクセスでき

るようにしました。本ドキュメント内には至る所に会社の方針、トレーニング教材、よく寄せ

られる質問などへのハイパーリンク先が挿入されているので、本規範のトピックに関連する詳

細情報へすばやくゕクセスすることができます。  
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どうして倫理的に行動することが競合他社との差別化につながるのか、この゗ンタラクテゖブ

な機能をぜひ活用して、ご理解ください。当社には゗ンテグリテゖーがあると周りから認めら

れることができれば、顧客の信頼を勝ち取り、受注の確度も上がります。Ethics Everywhereプロ

グラムについて改善提案がある場合は、倫理担当役員にお知らせください。また自分自身なら

びに同僚、顧客や株主のためにも、自らが常に確かな゗ンテグリテゖーをもって行動してくだ

さい。全員にとって良い結果を生み出します。 
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当社のコアバリューの要約 

 

従業員に対する責任 株主に対する責任 

 すべての人を尊重する 

 暴力また嫌がらせ行為や相手を不愉快にさせる行為

は許容しない 

 安全な職場を形成、維持する 

 プライバシー規則に従う 

 Eメールを送信する前に考える 

 不適切または相手を不愉快にさせる内容の送受信に

通信システムを使わない  

 重要な内部情報を使って証券を取引しない 

 個人的な利益のために、当社にとって不利益なこ

とをしない 

 当社の評価を傷つける可能性がある、個人的な活

動はおこなわない  

 当社の知的財産を保護する 

 会計記録は正確に保つ 

 出費は大切に - 自分のものではなく、株主の金で

す 

  

顧客に対する責任 コミュニティに対する責任 

 実務基準に従う 

 機密の顧客情報を保護する 

 利益相反の可能性に注意する 

 法律上の義務を果たす 

 饗応は適切におこなう 

 贈り物の授受は、的確な判断を用いる 

 適当なライセンスを取得する 

 すべての国で良き企業市民となることを目指す 

 環境法令を遵守する 

 社会奉仕活動への参加を奨励する 

 現地の法律および政府を尊重する 

 

  

市場に対する責任 質問や懸念がある場合 

 賄賂の授受は決してしない 

 顧客、サプライヤー、および競合会社と公正に取引

する 

 競争法および独占禁止法を遵守する 

 倫理担当役員に電話する 

 ウェブサイト www.jllethicsreports.comにアクセスす

る（どの言語でも、匿名の報告が可能です） 

 24時間世界中から利用可能な当社のホットライン

http://www.jllethicsreports.com/
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 価格やその他の条件について競合会社と取り決めな

い 

 ビジネスパートナー、顧客、およびベンダーの選択

は慎重におこなう 

 マネーロンダリングや賄賂関連の行為を禁じる法律

を遵守する  

 情報開示、マーケティング、広告は正確で正直な内

容に保つ  

に電話（+1.877.540.5066）する 

（匿名による利用が可能かつ主要言語すべてを受

け付けています） 
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Ethics Everywhereプログラムに関する参考資料へのリンク 

 

「企業倫理規範」は当社の公開ウェブサ゗トおよびイントラネット上で複数の翻訳版が用意されています。  

 

「ベンダー行動規範」は当社の公開ウェブサイトおよびイントラネット上で複数の翻訳版が用意されています。  

 

Ethics Everywhereプログラムについては、イントラネット上に専用のページがあります。 

 

倫理担当役員の最新リストは、Ethics Everywhereプログラムのページに記載されています。 

 

「企業倫理規範」の補足情報が含まれる「コーポレートガバナンス方針」は、当社イントラネットのポリシーポータ

ルに記載されています。 

 

「Ethics Liaisonプログラム」の詳細は、゗ントラネットの Ethics Everywhereのページに記載されています。 

 

リーガルサービスとコンプライアンスプログラムの詳細については、イントラネット上に記載されています。 

 

倫理およびコンプラ゗ゕンスに関するトレーニング教材は、イントラネット上で提供されています。 

 

本規範およびプログラムについてよく寄せられる質問は、゗ントラネットの Ethics Everywhereのページに記載されて

います。 

 

グローバル倫理施策およびコーポレートガバナンス施策に対する支持 

 

当社は良き企業市民となることを目指す中で、厳格なコーポレートガバナンスと倫理を推し進

める国際組織の施策を支持します。したがって当社は経済協力開発機構（OECD）が策定したコ

ーポレートガバナンス原則および贈賄防止条約に従い、それ以上の水準を目指します。また当

社は国連のグローバルコンパクト（Global Compact）および責任投資原則（Principles for 

Responsible Investing）についても支持します。 

 

 

 

 

 

http://www.joneslanglasalle.com/Pages/EthicsEverywhere.aspx
https://connect.joneslanglasalle.com/Services/Legal/EthicsEverywhere/Pages/CodeofEthics.aspx
http://www.joneslanglasalle.com/Pages/EthicsEverywhere.aspx
https://connect.joneslanglasalle.com/Services/Legal/EthicsEverywhere/Pages/VendorCodeofConduct.aspx
https://connect.joneslanglasalle.com/Services/Legal/EthicsEverywhere/Pages/default.aspx
https://connect.joneslanglasalle.com/Services/Legal/EthicsEverywhere/Pages/EthicsHotline.aspx
https://connect.joneslanglasalle.com/Resources/Policies/CorporateGovernance/Pages/Home.aspx
https://connect.joneslanglasalle.com/Services/Legal/EthicsEverywhere/EthicsLiaisons/Pages/default.aspx
https://connect.joneslanglasalle.com/Services/Legal/Pages/default.aspx
https://connect.joneslanglasalle.com/Services/Legal/EthicsEverywhere/Pages/EthicsEducation.aspx
https://connect.joneslanglasalle.com/Services/Legal/EthicsEverywhere/Pages/default.aspx
http://www.oecd.org/daf/corporateaffairs/principles/text
http://www.oecd.org/daf/nocorruption
http://www.oecd.org/daf/nocorruption
http://www.oecd.org/
http://www.unglobalcompact.org/
http://www.unpri.org/
http://www.unpri.org/
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企業倫理規範の改訂歴 

改訂歴：2001年 2月発効、2002年 9月、2004年 3月、2004年 9月、2008年 6月、および 2010年 11月改訂。 
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はじめに 

 

この企業倫理規範は、皆さんが業務を遂行する際に自分に課せられた責任を理解してい

ただくことを目的にしています。対象はラサール インベストメントマネジメントを含

めた、ジョーンズ ラング ラサールのすべてのグループ会社です。構成は、以下のステ

ークホルダーに対する責任によって分けられています。 

 

 同僚 

 当社の顧客 

 市場 

 当社の株主 

 コミュニティ、そして当社が事業を展開する国の政府 

 

当社は国際的な組織なので、本規範をすべての従業員が読むことができるように、複数の言語

に翻訳しています。翻訳版については、当社の゗ントラネットにゕクセスしてください。  

 

倫理的価値観：本規範の精神。私たちは一人一人が本規範の精神に従うよう努力する必要があ

ります。それは基本的な規則だけではありません。ジョーンズ ラング ラサールの経営幹部は、

本規範を遵守することで、当社の競争力が弱まるケースがあることを認識しています。例えば、

本規範が禁じている顧客への贈り物や饗応の提供を、競合会社がおこなうかもしれません。し

かし本規範を遵守するということは、妥協することによって得られる短期的なメリットよりも、

もっと大きく長期的なメリットをジョーンズ ラング ラサール、顧客、従業員、および株主にも

たらします。 

 

本規範は、皆さんが直面するかもしれないすべての状況を網羅することはできません。その代

わりに重要な点に焦点を当て、原則を明確にし、入手できる会社方針やその他の情報について

https://connect.joneslanglasalle.com/Services/Legal/EthicsEverywhere/Pages/CodeofEthics.aspx
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説明するので、これらの情報を元に的確な判断を下し、自分自身およびジョーンズ ラング ラサ

ールが誇りに思えるような決断をしてください。  

 

取締役会の役割。取締役会は本規範を完全に支持しています。また本規範の内容に従わなけれ

ばなりません。当社は取締役会の監査委員会に、Ethics Everywhereプログラムの実施状況や本規

範に対する重大な違反などを定期的に報告しています。 

 

本規範に違反する行為の報告。当社はグローバル主席倫理担当役員と地域倫理担当役員を任命

しています（詳細は本規範の巻末に記載）。本規範について質問がある場合は、いつでも倫理

担当役員に連絡することができます。また本規範への違反の可能性がある場合は、倫理ホット

ライン（+1 877 540 5066）に電話する（世界中のどこからでも利用可能）か、または倫理ウェブ

サ゗ト（www.jllethicsreports.com）にゕクセスすることができます。いずれについても匿名で、

主要言語を使って利用することができます。しかし匿名で報告した場合は、一般的に当社の調

査と問題解決が困難になります。倫理担当役員への連絡方法、そして倫理ホットラ゗ンおよび

倫理ウェブサ゗トの仕組みについては、本規範の巻末に記載されています。 

 

本規範への違反が疑われる場合は、倫理担当役員に報告することを強く勧めます。役員レベル

の従業員は、本規範への違反の可能性を報告する必要があり、従わない場合は解雇を含めた懲

戒処分の対象となる場合があります。 

 

報復禁止方針。ジョーンズ ラング ラサールは、誠実に本規範への違反の可能性を報告した従業

員に対して報復措置をとりません。「誠実に」とは、自分が把握している情報および真実だと

信じる情報をすべて提供するということです。当社は報復措置を許容しません。報復措置の報

告があった場合は、真剣に受け止めます。自分または同僚が倫理に関する違反を誠実に報告し

た結果、報復されたと信じる場合は、ただちに倫理担当役員または倫理ホットラ゗ンへ連絡す

るか、当社の倫理ウェブサ゗トから報告を提出してください。 

 

http://www.jllethicsreports.com/
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法律、実務基準、会社方針の遵守。ジョーンズ ラング ラサールは、事業を展開する国およびコ

ミュニテゖの適用法規制や規則を遵守しながらビジネスを遂行するように努力します。これに

は当社の世界各国の事業に適用される可能性がある、下記に挙げる米国および英国の法律も含

まれます。またすべての関連実務基準（英国王立公認測量士学界など）も遵守しなければなり

ません。さらに、従業員は当社のコーポレートガバナンス方針および各自が属する部署や地域

独自の方針にも従う必要があります。  

 

ベンダー行動規範。当社の代理として行動する、当社にサービスを提供する、または当社の顧

客のために行動するベンダー、コンサルタント、その他の代理人と関わるときは、当社の゗ン

トラネットおよび公開ウェブサ゗ト上に掲載されているベンダー行動規範（翻訳版あり）が遵

守されるように、相応の措置をとる必要があります。ベンダー行動規範には、企業倫理規範内

の適用可能な条項が組み込まれています。 

 

Ethics Everywhereプログラム、本規範、および会社方針に関するその他の情報。 当社の Ethics 

Everywhereプログラムおよび企業倫理規範に関する情報は、゗ントラネット上に設けられた特別

のページで説明されています。例えば、本規範を別の言語に訳した翻訳版はそこにあります。

その他にも、業務で直面するかもしれない倫理に関わる状況について「よく寄せられる質問」

や、適切な対処方法が詳細に述べられています。   

 

゗ントラネットの別のページにはコーポレートガバナンス方針が掲載されています。またビジ

ネスユニットやスタッフユニットによっては、それぞれの゗ントラネットサ゗トを構築して独

自の方針を定めている場合もあります。本規範は、補足情報があるときに、さまざまな会社方

針へのリンク先を示します。  

 

これらの゗ントラネットサ゗トを定期的に見て、最新の倫理関連方針、会社方針、および入手

可能な関連情報を把握することをお勧めします。  

 

https://connect.joneslanglasalle.com/Resources/Policies/CorporateGovernance/Pages/Home.aspx
http://www.joneslanglasalle.com/InvestorPDFs/jll_vendor_code_102009_English.pdf
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倫理関連のトレーニングおよび連絡窓口。当社の゗ントラネットサ゗トには、トレーニングプ

ログラムの一環として倫理のトピックも含まれています。その目的は、当社における通常業務

で直面するかもしれない倫理に関わる問題について、コミュニケーションを保てるようにする

ことです。一部の担当や事業分野では、倫理関連の連絡窓口（Ethics Liaisons）が定められていま

す。社内にいる、Ethics Everywhereプログラムの特別トレーニングを受けた従業員は、皆さんを

サポートして倫理関連の質問に答え、問題になりそうなことを解決し、倫理担当役員への橋渡

しをしてくれます。 

 

当社は、皆さんが自分のビジネス能力開発の一環として、これらの会社リソースを活用される

ことを願っています。 

 

参考資料：Ethics Liaisonプログラムの資料、倫理関連のトレーニング教材 

 

本規範に対する取り組みの年次認定。 本規範を遵守することの重要性を示すために、毎年の業

績評価の時に、Individual Performance Management Program (IPMP)の一環として、皆さんの倫理関連

方針および会社方針への取り組みを再認定します。 

 

IPMPボーナスは本規範の遵守が条件 

当社の Individual Performance Management Program (IPMP)によって受け取ることができるボーナスは

、本規範を遵守することが条件となっています。本規範を一部でも違反した場合は、受け取り

資格のあるボーナスを削減、または取り消す可能性があります。この措置は、本規範を違反し

たときに科される可能性がある雇用条件の変更、停職、解雇、または報酬条件の変更、停止、

終了など、当社に帰属するその他の権利執行とは別におこなわれます。 

 

Ethics Everywhereプログラムの実施状況に関する年次報告 当社は毎年、Ethics Everywhereプログラ

ムの実施状況に関する報告を社内で公開します。それには、当社が調査を実施した申し立て件

数や対応内容などが含まれています。最新の報告はイントラネット上に掲載されています。  

 

https://connect.joneslanglasalle.com/Services/Legal/EthicsEverywhere/EthicsLiaisons/Pages/default.aspx
https://connect.joneslanglasalle.com/Services/Legal/EthicsEverywhere/Pages/EthicsEducation.aspx
https://connect.joneslanglasalle.com/Services/Legal/EthicsEverywhere/Documents/Forms/Annual%20Ethics%20Report.aspx
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現地法の影響。 本規範は、世界中の従業員すべてにまんべんなく適用されることを意図として

います。しかし本規範の条項が特定の国の適用法規制に違反する場合は、その国での適用を無

効とし、従業員や事業には強制力または効力が無いとみなします。（例えば EU内の一部の国

では、匿名で当社のホットラ゗ンを通して報告することができません。）逆に本規範が禁じる

行為を現地法が許容している場合（例えば、雇用差別の一種）は、当社で働く従業員は本規範

を基準として行動する必要があります。  
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従業員に対する当社の責任 

 

当社はこのプロフェッショナルサービス業界で最高の人材を引き寄せ、確保したいと考

えているので、当社の従業員はもっとも重要な資産です。したがって私たちはお互いを

尊重しながら公平に接し、正直に話しやすいオープンな環境を育みます。 

 

すべての人を尊重する 

私たちは自分に接して欲しいと思う方法で他者にも接し、社内と社外の両方で同僚、顧客、お

よびベンダーと適切な方法でプロフェッショナルとして対応します。私たちは世界中の人たち

の違いを尊重します。視野が広がれば会話に深みが出て、顧客、株主、その他のステークホル

ダーに価値をもたらすことができるので、当社は組織内の多様性を奨励しています。当社の雇

用に関する決定は、 業務上の理由や貢献度に基づいて、適用される雇用法に必ず従っておこな

われます。 

 

嫌がらせ禁止の方針  

暴力的、嫌がらせ、または相手を不愉快にさせる行為は、言葉によるもの、身体的、または視

覚的なものかどうかに関係なく、許容されません。その例としては次のようなケースが含まれ

ます。  

 

 人種、民族、身体的特徴、宗教、年齢、または性的指向に基づいた侮蔑的な言

葉 

 相手の障害のことを悪く言う 

 迷惑な性的誘惑  

 

脅迫、暴力行為、および身体的な脅しは固く禁じられています。嫌がらせがあったと誠実に報

告した者に対する報復措置も、絶対にしてはいけません。自分または他者が同僚の行為を不快
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に感じる場合ははっきりと意思表明し、嫌がらせや脅迫行為を報告することが奨励されていま

す。 

 

個人的な人間関係 

当社はお互いを尊重して、従業員同士がプロとしてやりとりすることを重要視しています。そ

してそれが当社の企業文化の基盤であり、他社との差別化につながると信じています。したが

って一方が管理者の場合、または上下関係がある場合は、友人レベルを超えた親密な個人的関

係を社内でもつことは不適切です。これは、ジョーンズ ラング ラサールの代理人として取引の

ある（顧客、請負業者、およびベンダーを含めた）社外関係者についても同様です。このよう

な個人的関係がある場合は、その状況に対して適切な対応がとれるように、社内の連絡窓口へ

ただちに報告してください。  

 

 

 

安全衛生 

私たちは全員に、安全衛生規則および方針を定めてそれに従い、的確な判断と良識を用いて、

安全な職場を維持する責任があります。従業員は、事故、負傷、および危険な職場環境がある

場合は、指定された職場安全管理者または倫理担当役員へただちに報告しなければなりません。  

 

参考資料：安全衛生に関する情報 

 

プライバシー 

当社は、従業員が働く国で施行されている法律に基づいて、従業員のプラ゗バシーを尊重しま

す。また、従業員のデータを保護するために必要な対策を講じます。とはいえ、当社のような

グローバル企業を効率的、効果的に運営するには、適用法に基づいて社内外で従業員のデータ

の処理、転送をおこない、給与支払いやその他の人事関連の処理をおこなう必要があります。

当社の従業員は雇用された時点で、そのような処理および類似の処理のために各自のデータを
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使用することに同意しています。当社の従業員は、各自のデータを参照して間違いを訂正する

ことができます。  

通信システム（電話、Eメール、インターネット、インスタントメッセージ、ショートメッセ

ージ、ソーシャルメディアなど） 

ジョーンズ ラング ラサールが従業員に提供する通信システムは、業務目的にのみ使用すること

ができます。これには次のようなものが含まれます。 

 

 固定電話、携帯電話 

 コンピューター 

 携帯端末 

 ゗ンターネットゕクセス 

 Eメールシステム 

 フゔックス  

 ソーシャルメデゖゕを通して通信をおこなうシステム  

 

従業員は当社の通信システムを使って、不適切な情報や同僚が不愉快に感じる可能性のある情

報を表示させたり、送受信してはいけません。当社の社名を使って通信するときは、常に的確

な判断を心がけてください。これはつまり、プロ意識をもって通信するということです。通信

するときは、その内容がいつか開示される可能性があるという前提でおこなってください。そ

うすれば、自分や会社に対する評価を落とすかもしれないようなことは、言ったり書いたりし

ないでしょう。これは当社の代表として、顧客またはベンダーの通信システムに対するゕクセ

ス権限が与えられた場合も同様です。Eメールを送信する前に考える、ということを常に忘れ

ないでください。 

 

当社は、会社の通信システムを限られた範囲内で個人的に使用することの必要性を理解してお

り、そのような使用を許可しています。しかし会社の通信システムを個人的に使うことは特権

であって、権利ではありません。当社はいつでもその特権を剥奪することができます。当社は、
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会社の通信システムで送受信されるすべてのメッセージを監視、検査、および保管することが

できます。したがって会社の通信システムを使用するときは、プラ゗バシーが守られると期待

しないでください。  

 

参考資料：業務目的のために使用できる当社の ITシステム、ソフトウェゕ、゗ンターネット、

およびソーシャルメデゖゕに関する IT利用規程。 

 

通信に関する当社の方針は、従業員が働く国で施行されているデータプラ゗バシー法の制限を

受けます。 

 

よく寄せられる質問 

 

従業員に対する当社の責任についてよく寄せられる質問は、ここをクリックしてください。 

 

https://connect.joneslanglasalle.com/Resources/Policies/CorporateGovernance/Policies/Policy%2014%20-%20Information%20Technology%20Use.pdf
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顧客に対する当社の責任 

 

私たちはすべての面において顧客のためのことを第一に考えており、それを誇りにして

います。私たちは最高水準のサービスを提供して、顧客に高い満足度を得てもらえるよ

う常に努力します。当社は、顧客の忠誠心と支持がなくては成功することができません。 

 

実務基準とプロフェッショナルとしての行動、品質保証 

当社は事業をおこなう国の実務基準に従います。顧客の施設内では適切かつプロフェッショナ

ルらしい行動をとり、良い会社゗メージを与えるように心がけ、顧客側の規則に従う必要があ

ります。ジョーンズ ラング ラサールの方針の方が顧客の方針より厳しい定めがある場合は、ジ

ョーンズ ラング ラサールの方針に従わなければなりません。 

 

ジョーンズ ラング ラサールが今後も成功を続けられるかどうかは、顧客に対するサービス品質

が鍵となります。読み直しをする、最新のテンプレートを使用する、同僚に評価してもらう、

対象範囲、顧客の期待や契約上の義務を確認するといった簡単な手順をとることで、サービス

品質を大きく向上し、手痛い失敗や゗メージの悪化を防ぐことができます。私たちは一人一人

が責任を持って各自の行動を評価して、最高の仕事ができるようなサービス品質を達成しなけ

ればなりません。   

参考資料：サービス品質および実務基準の推進ツール。 

顧客情報 

当社は、社外秘、秘密、または極秘の顧客情報を、自社の情報の場合と同等の注意を払いなが

ら保護します。その際、顧客との契約が適用される場合は、その内容を理解して遵守する必要

があります。顧客情報は、適切な承認が得られている場合を除き、社内外で口にしたり、開示

したりしてはいけません。顧客に関するコメントを報道機関から求められた場合は、まず顧客

の承認を得てから、コメント内容についてコーポレートコミュニケーションズ部門と相談する

ようにしてください。   
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参考資料：重要な情報の公開に関する会社方針。  

 

顧客の利益と相反するケース 

ある顧客と取引すると、他の顧客またはジョーンズ ラング ラサールの利益と相反する影響が考

えられる場合は、事前に顧客へ利益相反の可能性を開示して、それでも取引続行を希望すると

の書面をそれぞれの顧客から得ない限り、その顧客との取引はできません。事前開示の必要が

ある利益相反の例としては、賃貸・管理部門が物件オーナーの代理人として行動する一方で、

テナント支援部門は同じ物件のテナントの代理人となる場合が挙げられます。 

 

利益相反の可能性がある場合は、該当する顧客関係マネージャーおよび倫理担当役員に知らせ

る必要があります。利益相反の書面による開示がなされ、顧客から承諾を得ることができた場

合は、その顧客関係マネージャーが倫理担当役員による指導を得ながら、顧客の指示に従うべ

きかどうか、従う場合はどのような条件で従うかを決定します。 

 

参考資料：利益相反マニュアル（゗ントラネット上に掲載。利益相反の可能性を見分けて解決

するときに手助けとなるツール。） 

 

ライセンス 

多くの政府は、企業が不動産取引（仲介など）、金融サービス業（投資管理など）、および専

門サービスや技術サービス（エンジニゕリングなど）に関与するときに特別なラ゗センスを得

ることを定めています。このラ゗センスは企業全体に適用されものと、従業員単位で取得する

必要があるものがあります。当社はラ゗センスを取得したサービスだけをおこない、ラ゗セン

スを正式に取得した代理人だけを使わなければなりません。 

 

事業の遂行に必要なラ゗センスの取得、維持の詳細については、゗ントラネット上に設けられ

たライセンスサイトを参照してください。この他にもカントリー コンプライアンス コーディネ

https://connect.joneslanglasalle.com/Resources/Policies/CorporateGovernance/Policies/Policy%2018%20-%20Guidelines%20Regarding%20the%20Public%20Disclosure%20of%20Material%20Corporate%20Information.pdf
https://connect.joneslanglasalle.com/Services/Legal/Training/Global%20Training%20Document%20Library/Conflicts%20of%20Interest%20Manual.doc
https://connect.joneslanglasalle.com/Services/Legal/Resources/Pages/Licensing.aspx
https://connect.joneslanglasalle.com/Resources/Policies/CorporateGovernance/Policies/Policy%2017%20-%20Country%20Compliance%20Coordinator%20Program.pdf
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ーター プログラムに関する方針が発行されており、事業活動別にラ゗センスが必要となるタ゗

ミングについて有益な情報が記載されています。   

 

参考資料：法規制のコンプライアンスに関する方針 

 

政府の顧客 

政府の顧客と取引するときは、法律上および契約上の義務をすべて果たすよう特別の注意を払

う必要があります。世界中の中央および地方政府は、国や地方の公益を保護するために、具体

的かつさまざまな調達関連法規制を設けています。多くの場合、これらの法規制は民間企業同

士の取引に関する法律よりも厳しくなっています。通常これらの法律は、政府職員に対する贈

り物、饗応、および旅費の提供を禁じているか、または厳しく制限しています。また、現職も

しくは退職したばかりの政府職員およびその親族の雇用や、政府による客観的な意思決定に不

適切な影響を及ぼすとみなされるかもしれない行動にも適用されることが多くなっています。 

 

参考資料：政府との契約に関する要件 

 

不適切な饗応 

顧客、見込み顧客、ベンダーやその他の従業員から饗応を要求されたとしても、それが不適切

な方法である場合は実行してはいけません。これには参加者が不快に感じたり、本規範に違反

する対象であるために適切でないと考えられるナ゗トクラブやレストランでの饗応が含まれま

す。饗応が「不適切」かどうか判断するには、その内容が一般公開されるとジョーンズ ラング 

ラサールの社名を汚したり、評判を落としたりする可能性があるかどうかを考えてみてくださ

い。 

 

贈答について 

当社の顧客に雇用されている人、または当社と取引関係がある第三者に贈り物を渡すときは、

的確な判断が必要です。相手企業の倫理規範に違反するような贈り物であれば、渡していけま

せん。また公開されるとジョーンズ ラング ラサールが恥をかくような贈り物や、不正行為に見

https://connect.joneslanglasalle.com/Resources/Policies/CorporateGovernance/Policies/Policy%2017%20-%20Country%20Compliance%20Coordinator%20Program.pdf
https://connect.joneslanglasalle.com/Resources/Policies/CorporateGovernance/Policies/Policy%205%20-%20Legal%20and%20Regulatory%20Compliance.pdf
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える贈り物も渡してはいけません。さらに当社が渡す贈り物は、賄賂とみなされかねない金額

には絶対に達してはいけません。当社がビジネスや顧客を獲得できるのは特別な価値を提供す

るからであり、競合会社より高級な贈り物を渡すからではありません。 

 

よく寄せられる質問 

 

顧客に対する当社の責任についてよく寄せられる質問は、ここをクリックしてください。 
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市場に対する当社の責任 

 

当社は最高水準の清廉性をもって業務を遂行し、取引相手とする顧客その他を慎重に選

定することにより、公平かつ自由に競争できる市場の形成を支えていきます。 

 

独占禁止法、公正な取引と競争 

当社は、顧客、サプラ゗ヤー、および競合会社と公正に取引する必要があります。情報の操作

や隠匿、誹謗、部外秘情報の濫用、重大事実の不実表示、その他の不公正な取引行為によって

相手の弱みにつけ込むことはできません。当社はどの国においても、適用される独占禁止法や

競争法（価格差別、価格協定、取引制限、および独占に関連する法律など）がある場合はそれ

らを遵守する必要があります。EU の競争法や米国の反トラスト法（独占禁止法）などの法律は、

自由企業制度を保護し、精力的な競争と公正な競争の両方を奨励しています。 

 

当社はすべての取引において、次のように行動します。 

 

 精力的に、清廉性をもって競い合う 

 競合会社と、価格協定、最低価格の設定や競争する市場におけるその他の取引条件の設

定をおこなうために、価格設定または価格設定に影響を及ぼす事項について話し合わな

い 

 すべてのサプラ゗ヤーに対して、当社との取引では精力的かつ公正な競争を期待してい

ることを明確に伝える 

 真面目で誠実な行動により、顧客と長期的な関係を構築する 

 マーケテゖングや広告は正確で正直な内容に保つ。意図的に誤解を招くメッセージの使

用、重大事実の省略、またはジョーンズ ラング ラサールや競合会社に関する誤った主

張は決して許されません。 
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競合会社に関する情報収集は、合法的かつ倫理的な手段によるものであれば正当なビジネス活

動になりますが、書類を盗む、自分の身元をごまかす、機密情報を明かすよう競合会社の従業

員を誘導する、直接または第三者を通して競合会社の機密情報へ不正にゕクセスするなど、不

適切な手段により競合会社の情報を得ることは絶対に許されません。 

 

参考資料：独占禁止法の遵守に関する会社方針 

 

円滑化のための支払いを含めた贈賄禁止の方針 

顧客、ベンダー、政府職員や他の第三者には、ビジネスの獲得や保持、不適切な優位性の確保

を目的として、直接的または間接的に、違法、不適切または疑わしい支払いや個人または会社

の金、もしくは他の価値あるものを提供したり約束したりしてはいけません。これには政府職

員に対する「円滑化のための」少額の支払いも含まれます。 

 

当社が事業を展開する国の多くには、政府職員への贈賄を禁じる法律があり、同時に正確な帳

簿および記録の管理も必要とされています。例えば米国には海外汚職行為防止法（FCPA: Foreign 

Corrupt Practices Act）があり、英国には賄賂防止法（Bribery Act）があります。これらの法律は、

当社の世界中の事業に適用される可能性があります。当社は事業をおこなう国で適用される賄

賂禁止法だけでなく、これらの法律についても遵守します。 

 

当社は政府職員や国営企業の従業員へ、第三者を使用して間接的に不正な支払いを提示、提供

することはしません。コンサルタント、またはジョーンズ ラング ラサールのために行動するそ

の他の代理人を雇って第三者と取引させるときは、適用される賄賂禁止法の要件に従うことを

約束させる、書面による確認をこのコンサルタントまたは代理人から得る必要があります。 

 

参考資料：海外汚職行為防止法（FCPA）の遵守に関する追加方針、 海外汚職行為防止法および

賄賂防止法に関する゗ントラネットサ゗ト（FCPA認識プログラムを含む）、 賄賂の恐れがある

状況の認識および防止方法に関する゗ントラネットのページ。  

 

https://connect.joneslanglasalle.com/Resources/Policies/CorporateGovernance/Policies/Policy%2031%20-%20Compliance%20with%20United%20States%20Antitrust%20Laws.pdf
https://connect.joneslanglasalle.com/Resources/Policies/CorporateGovernance/Policies/Policy%206%20-%20Foreign%20Corrupt%20Practices%20Act.pdf
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購買活動 - 購買決定に関連する贈り物の受け取り禁止 

購買決定は、ジョーンズ ラング ラサールにとっての最大利益を基準に、または顧客のために活

動するときは顧客にとっての最大利益だけを基準にし、会社の調達方針に従っておこなう必要

があります。 

 

購買契約を締結するときは、事前に社内で適切な承認手続きを得る必要があります。これによ

り、当社の支出に対する効果的な業務および会計統制を実現できます。特定の承認手続きにつ

いてはグローバル方針にしたがっておこなわれ、国、事業グループやスタッフグループによっ

ては手続きが異なる場合があります。これらの手続きは、ふさわしい人間が支出判断を確認し、

経費が妥当なものであり、納品された物品・サービスは調達仕様に基づいており、゗ンボ゗ス

は法的要件を満たしており、そして当社の購買方針を遵守することを確実にします。 

 

ジョーンズ ラング ラサールの従業員またはその親族が所有もしくは管理するベンダーが相手の

場合は、完全な内部開示がなく、適切な承認手続きを得ていなければ、承知の上で物品・サー

ビス購買のきっかけを作ったり、購買するようにし向けたりしてはいけません。これはジョー

ンズ ラング ラサールのため、または顧客のために購買するあらゆる物品・サービスについて当

てはまります。  

 

ジョーンズ ラング ラサールは価格、品質、および適性だけに基づいて物品・サービスを購入し

ます。不適切または違法の取引、または不適切または違法に見える取引、もしくは取引に関係

する報告や内容の正確性を不正確に伝えることが目的の場合は、関わってはいけません。 

 

会社または顧客に代わって物品・サービスを購入するときは、決して購入先のベンダーや下請

会社に贈り物（現金、饗応、または無料の物品・サービスといったその他の配慮など）または

賄賂を要求したり、相手から受け取ったりしてはいけません。唯一の例外は、ビジネス上、断

ると気まずい状況になると誠実に判断でき、当社の購買決定に影響を与えようとしていない、

または与えようとしているように見えない場合です。その場合は粗品、仕事上の食事や少額の

饗応を受け取っても結構です。   
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贈り物の場合、ここでいう少額とは 100米ドル（他の通貨は 100米ドル相当）以下を意味しま

す。仕事上の食事や饗応の場合も、1回の食事または゗ベントについて 100米ドル（他の通貨は

100米ドル相当）以下となっています。当社は、物価が高い都市では、仕事上の食事がその制

限を超える可能性があることを理解しています。したがって、この点に関する当社の全般的な

目標は、周りから不適切だと見られないように良いビジネス判断をしていただきたいというこ

とです。  

 

参考資料：賄賂の認識および防止方法に関するトレーニング資料のマネージャー用ツールキッ

ト。後述の「株主に対する責任 - 個人的な利益相反」もご覧ください。  

 

正確で完全な会計記録 

当社の会計記録は取引、資産、および負債を正確に反映し、一般に認められた会計原則に従う

必要があります。取引の正しい内容を隠したり語か増したりする帳簿や記録を作成してはいけ

ません。また秘密で未記録の資金や資産があってもなりません。 

 

参考資料：不正会計に関する申し立て手順 

 

ボイコット  

反ボ゗コット法は、当社がある国またはある国の企業に対するボ゗コットに参加することを禁

じており、当社はこれを遵守しなければなりません。  

 

貿易規制 

当社は、適用法によって取引が禁じられている政府、団体、組織、および個人と、またはその

ような国では、ビジネス取引に関与しません。ある国でビジネスを遂行することが合法かどう

か分からない場合は、゗ントラネットの承認された国のサイトを参照するか、倫理担当役員に

相談してください。  

 

顧客、ビジネスパートナー、および同僚は慎重に選ぶ 

https://connect.joneslanglasalle.com/Resources/Policies/CorporateGovernance/Policies/Policy%2013%20-%20Complaint%20Procedures%20for%20Accounting%20Auditing.pdf
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当社は、ジョーンズ ラング ラサールに対する評価を下げる可能性がある相手とは取引しません。

例えば、法律をわざと違反する、または違反し続けている企業や個人との取引は避けます。ま

た適用法規制により取引が禁じられている企業や個人とも取引しません。そして、法律や本規

範が禁じる行為をさせるために第三者を雇うこともしません。 

 

顧客、ベンダー、代理人、コンサルタント、下請業者、フゔンド投資家、合弁事業、および提

携先については、慎重に選定する必要があります。皆さんには、下記に挙げる対象の背景、評

判、および行動基準を、状況に応じて可能な範囲内で調べる責任があります。 

 

 顧客 

 見込み顧客 

 ベンダー  

 当社に代わって行動する、または当社が取引する企業や個人  

 

当社に代わって行動する、または当社に物品・サービスを提供する企業や個人については、当

社のベンダー行動規範が定める基準に従うよう、適切な手順をとる必要があります。また皆さ

んには、顧客、合弁事業のパートナー会社、およびベンダーのデューデリジェンスと承認に関

するそれぞれの方針の内容を理解、遵守して、当社および当社の顧客に対する義務を社外のベ

ンダーやその他の会社が確実に理解するように努める責任があります。 

 

当社はそれぞれの国の法的要件に従いながら、当社で働くために雇う個人を慎重に選定します。

これには、雇用申請書の内容が正確であること、そして従業員としてふさわしくないと考えさ

せるような経歴（詐欺的行為や暴力など）が無いことを、合理的な手段により確認することが

含まれます。   

 

参考資料：見込み顧客およびベンダーの評価をサポートするリソース - 顧客のデューデリジェ

ンスおよびベンダーのデューデリジェンス、ベンダー行動規範の使用に関するガイドラインの

方針、ラサール インベストメントマネジメントの合弁事業のパートナーに関するデューデリジ

https://connect.joneslanglasalle.com/Resources/Policies/CorporateGovernance/Policies/Policy%2011%20-%20Client%20Due%20Diligence.pdf
https://connect.joneslanglasalle.com/Resources/Policies/CorporateGovernance/Policies/Policy%2011%20-%20Client%20Due%20Diligence.pdf
https://connect.joneslanglasalle.com/Resources/Policies/CorporateGovernance/Policies/Policy%2040%20-%20Vendor%20Due%20Diligence.pdf
https://connect.joneslanglasalle.com/Resources/Policies/CorporateGovernance/Policies/Policy%2036%20-%20Guidelines%20Regarding%20Vendor%20Code.pdf
https://connect.joneslanglasalle.com/Resources/Policies/CorporateGovernance/Policies/Policy%2036%20-%20Guidelines%20Regarding%20Vendor%20Code.pdf
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ェンス、゗ントラネット上の調査リソースに関する特別セクション、従業員候補の身元調査に

関する方針 

 

マネーロンダリング禁止の方針 

 

当社はマネーロンダリングを禁止するすべての適用法を遵守します。当社は承知の上で、マネ

ーロンダリング計画への参加、現金取引の額の過小報告、または納税義務の不当な回避は決し

てしません。また当社は、意図せずマネーロンダリングに利用されることを防ぐために、相応

の努力を伴い顧客のことを調査します。つまり「知った上で気付かないふりをする」ことは決

して許されません。  

 

不動産もマネーロンダリングの手段として使われることがあります。マネーロンダリングは、

麻薬取引、テロ活動や脱税などの犯罪行為が明らかにならないように資金を「洗浄」する行為

です。実際の資金源が表に出ないので、その資金は自由に使えるというわけです。例えば、マ

ネーロンダリングをおこなう者は協力者の売り手から土地を購入しますが、その売り手は実際

の地価をはるかに下回る金額で販売したと税当局に報告し、その差額をマネーロンダラーから

「裏金」として受け取ります。その後、マネーロンダラーは実際の金額で転売します。これは

マネーロンダリングの一つの例に過ぎず、この他にもさまざまな手法が存在します。 

 

疑わしい取引に気付いた場合は、直属の上司と倫理担当役員に報告してください。   

 

参考資料：当社のマネーロンダリング防止の手順に関する情報 

 

よく寄せられる質問 

 

市場に対する当社の責任についてよく寄せられる質問は、ここをクリックしてください。 

 

 

https://teams.joneslanglasalle.com/services/Global/Legal/FraudPrevention/default.aspx
https://connect.joneslanglasalle.com/Resources/Policies/CorporateGovernance/Policies/Policy%2035%20-%20Background%20Checking%20Final.pdf
https://connect.joneslanglasalle.com/Services/Legal/Enterprise%20Risk%20Management%20Documents/RM%20Guideline%2012%20-%20Anti%20Money%20Laundering.doc
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株主に対する当社の責任 

 

すべての従業員、役員、および取締役は、当社の資産を保護し、有効活用されるように

しなければなりません。盗難、不注意、浪費は、当社の収益性に直接影響を与えます。

会社の資産は、正当な業務目的がある場合に限り使用するようにしてください。さらに

当社は上場企業として、会計処理を正確かつ完全に記録して、米国のすべての証券法を

遵守する必要があります。 

 

社内で適切な許可を得る 

会社の代表として行動するときは、常に適切な手続きを経て承認を得るようにする必要があり

ます。当社ではもっとも重要な点については会社に決定権限があり、それ以外にどのような決

まりを定めるかはそれぞれのビジネスユニットやスタッフユニットに任されています（例えば、

ベンダーへの支払いについて、どの上司の承認が必要かなど）。   

 

また当社が初めての国で事業を展開する場合も、事前に会社の承認を得る必要があります。そ

の理由は現地法令の遵守、当社従業員のトレーニング、および従業員の安全性に関する十分な

配慮を確実にすることです。 

 

参考資料：一般的な会社の権限、グループ向けの方針、実施権限の委譲、法人組織の管理、初

めての国での事業展開、および新規事務所の開設に関する当社方針 

 

顧客およびベンダーとの契約締結 

顧客およびベンダーとのビジネス合意は、すべてを書面による契約書として残すようにする必

要があります。また契約書は正確に作成し、当社の会社記録として適切な方法で保管するよう

にしてください。 

 

https://connect.joneslanglasalle.com/Resources/Policies/CorporateGovernance/Policies/Policy%201%20-%20Delegation%20of%20Corporate%20Authority.pdf
https://connect.joneslanglasalle.com/Resources/Policies/CorporateGovernance/Policies/Policy%202A%20-%20Group%20Specific%20Policy%20Guidelines.pdf
https://connect.joneslanglasalle.com/Resources/Policies/CorporateGovernance/Policies/Policy%203%20-%20Delegation%20of%20Executive%20Authority.pdf
https://connect.joneslanglasalle.com/Resources/Policies/CorporateGovernance/Policies/Policy%2029%20-%20Management%20and%20Maintenance%20of%20Legal%20Entities.pdf
https://connect.joneslanglasalle.com/Resources/Policies/CorporateGovernance/Policies/Policy%2021%20-%20Operating%20in%20a%20New%20Country.pdf
https://connect.joneslanglasalle.com/Resources/Policies/CorporateGovernance/Policies/Policy%2021%20-%20Operating%20in%20a%20New%20Country.pdf
https://connect.joneslanglasalle.com/Resources/Policies/CorporateGovernance/Policies/Policy%2022%20-%20Opening%20a%20New%20Office.pdf


 34 

参考資料：顧客との契約に関する方針、契約書式や契約データベース情報を提供する゗ントラ

ネット上の契約サ゗ト 

 

内部情報と証券取引 

米国の証券取引法は一般投資家を守るために証券の売買を規制する法律であり、世界中のジョ

ーンズ ラング ラサール事業所にも適用されます。 

 

当社の従業員が重要な非公開情報を知りながら当社の株式を売買することは、ジョーンズ ラン

グ ラサールの方針と証券取引法の両方への違反となります。情報が「重要事実」となるのは、

一般投資家が証券を購入、売却または保持するかどうかの判断に影響を与える場合です。また、

重要な非公開情報を知る当社の従業員が他者（配偶者や子供を含む）にそれを漏らす、または

他者に当社株式の売買を勧める行為も、ジョーンズ ラング ラサールの方針と証券取引法の両方

への違反となります。この行為は「内報」と言い、両者が責任を問われる可能性があります。

この方針は主にジョーンズ ラング ラサールの株式の売買を念頭に置いていますが、顧客やベン

ダーなどの場合も、一緒に働く間に相手の情報を得る可能性があるので、それらの証券につい

ても同様にこの方針が適用されます。 

 

情報は、一般投資家に公開されるまでは非公開情報とみなされます。一般投資家への公開は通

常、プレスリリースの発表や米国証券取引委員会（SEC）への報告によりおこなわれます。非

公開情報は、その情報を取り扱ったり、何らかの方法で知り得た取締役、役員その他の従業員

だけのものではなく、ジョーンズ ラング ラサール全体の資産なのです。 

 

当社取締役会の委員、および一部の執行役員と従業員（対象者には通知されます）は、当社株

式の取引についてさらに規制がかかります。これは実際に情報へのゕクセス権限があること、

そして社内の立場上、特定の情報を入手しているだろうという世論の認識を考慮してのことで

す。これらの対象者は、各暦四半期末の 7日前から各四半期の決算発表後 3日までの「ブラッ

https://connect.joneslanglasalle.com/Resources/Policies/CorporateGovernance/Policies/Policy%2012%20-%20Contracting%20Policy.pdf
https://connect.joneslanglasalle.com/Services/Legal/Contracts/Pages/default.aspx
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クゕウト期間」にジョーンズ ラング ラサールの株式を売買することができません。当然ながら、

重要な非公開情報を知った上で証券取引ができないという規則も常に適用されます。 

 

ラサール ゗ンベストメントマネジメントなど当社の一部については、証券取引に関する追加的

な方針が適用される場合があり、国によっては投資マネージャーや証券デゖーラーに適用され

る、証券取引法の規則の対象となることもあります。これらの法令が自分に適用されるかどう

か、そしてどのように従うべきかについては、皆さんが責任を持って理解しておいてください。  

 

重要な非公開情報を個人的な利益のために使用する、または正当な業務目的がないまま他者に

開示する行為は、ジョーンズ ラング ラサールの利益に反します。これらの法律に違反すると厳

しい民事罰および刑事罰が科され、それには多額の罰金や不適切な行為に及んだ従業員に対す

る禁固刑などが含まれます。 

 

参考資料：会社の株式のインサイダー取引および顧客から発行される証券に関する当社の方針、

ラサール インベストメントマネジメントの証券に関する方針。   

 

社外とのコミュニケーション 

重大な会社事項について社外に発信できるのは、当社の会長、最高経営責任者（CEO）、最高

財務責任者（CFO）、およびこれらの役員により特に任命された者に限ります。それ以外は、

報道関係者やその他社外の者による重大な会社事項に関する問い合わせに答えてはいけません。

このような問い合わせは、当社のマーケテゖング責任者、コミュニケーション担当役員、また

は任命を受けた担当者に連絡するよう伝えてください。それらの担当者が会社の回答を決めま

す。法律または裁判所命令により説明が必要な場合は、本規範が禁じる行為とはなりません。  

 

一貫性があり、規則に従ったプレスリリースを配信できるように、シカゴのコーポレートコミ

ュニケーションズ部門とその他事務所における指定部門のみが、重大な会社事項をプレスリリ

ースとして発行できます。ジョーンズ ラング ラサールの従業員が重大とみなされる情報を開示

した場合は、情報開示要件を完全に遵守できるように、プレスリリースを発表する必要がある

https://connect.joneslanglasalle.com/Resources/Policies/CorporateGovernance/Policies/Policy%208%20-%20Trading%20in%20Company%20Securities.pdf
https://connect.joneslanglasalle.com/Resources/Policies/CorporateGovernance/Policies/Policy%209%20-%20Trading%20in%20Securities%20Issued%20by%20Clients.pdf
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かどうかを検討します。プレスリリースやその他の会社動向に関する情報開示については、現

地または業務に対応したマーケテゖング部門や広報窓口の承認を得る必要があります。危機的

状況が発生した場合は、情報発信の取り扱いに関する方針が特に定められています。 

 

参考資料：重要な会社情報の開示（証券取引法が「重要事実」とみなす非公開情報の例を含

む）、当社の公開ウェブサイトに掲載する情報の要件、および戦略的研究の顧客への分配に関

する方針、危機状況におけるコミュニケーションの方針。   

 

誹謗の禁止 

皆さんが当社に雇用されている期間中は、会社のために忠実に行動する義務があります。した

がって社外に対して、当社に関する否定的なことを誰かから強制されることなく、根拠もなく

言ったり、会社の評判を傷つけるコメントを言ったりすることは適切でありません。決して報

道機関に情報を漏らしたり、電子掲示板、チャットルーム、Eメールやソーシャルメデゖゕを

使用して否定的なことを言ったりしてはいけません。会社の評判が傷ついた場合は、当社には

゗ンターネットサービスプロバ゗ダーに依頼して、不適切な情報を開示した者の名前を聞き出

す法的権利があります。  

 

当然ながらこれは、正当な業務目的のため、または会社を良くするために、社内で建設的な批

判コメントを言えないという意味ではありません。また、訴訟や当局による捜査など、協力す

る法的義務があるときに、社外の人間に正直な意見を（否定的な内容であっても）言うことが

できないという意味でもありません。政府または司法機関からの質問には、常に誠実さをもっ

て真実を語る必要があります。 

 

個人的な利益相反 - 収賄禁止の方針 

「利益相反」は、個人的な利益が、会社全体の利益と干渉する場合に生じます。このような状

況は、従業員、役員や取締役による行動の結果、または個人的な事情（個人的な利益）により、

客観的、効果的な業務遂行が困難になる場合に発生します。利益相反は、従業員、役員や取締

役、またはその家族が、会社の立場上、個人的に利益を不正受領した場合にも発生します。 

https://connect.joneslanglasalle.com/Resources/Policies/CorporateGovernance/Policies/Policy%2018%20-%20Guidelines%20Regarding%20the%20Public%20Disclosure%20of%20Material%20Corporate%20Information.pdf
https://connect.joneslanglasalle.com/Resources/Policies/CorporateGovernance/Policies/Policy%2030%20-%20Public%20Website%20Compliance.pdf
https://connect.joneslanglasalle.com/Resources/Policies/CorporateGovernance/Policies/Policy%2032%20-%20Strategic%20Research%20Distribution%20to%20Clients.pdf
https://connect.joneslanglasalle.com/Resources/Policies/CorporateGovernance/Policies/Policy%2032%20-%20Strategic%20Research%20Distribution%20to%20Clients.pdf
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当社の従業員、役員、取締役は、ジョーンズ ラング ラサールと競合してはならず、当社の代表

としておこなう取引で、個人または家族の利益によって影響を受ける、または受けているよう

に見えてはいけません。例外が認められるのは、倫理担当役員に全面開示して、書面による承

諾を得た場合に限ります。 

 

情報を開示して、事前に承認を得る必要がある、従業員とジョーンズ ラング ラサール間で生じ

る利益相反の例の一部を以下に挙げます。 

 

 ジョーンズ ラング ラサールがおこなう取引、または顧客のためにジョーンズ ラング ラ

サールがおこなう取引に個人的な利益が関わっている場合。 

 ジョーンズ ラング ラサール、ジョーンズ ラング ラサールが取引している組織または取

引を希望する組織の競合会社、サプラ゗ヤーや顧客について、かなりの割合で株式を保

有している、またはビジネス上の利益（雇用関係や取締役就任など）があり、それらの

組織に対して大きな影響力がある場合。投資額が比較的大きくても、全体的な株式の割

合が低い場合は、本規範に違反しません。例えば、IBMのような上場大企業の株式に個

人的に投資していて、ジョーンズ ラング ラサールは IBMと取引があったとしても、個

人的な投資は IBM全体の株式のわずかにすぎないので、IBMに対する投資は問題になり

ません。 

 ジョーンズ ラング ラサールと利害関係がある、または利害関係があるかもしれない合

弁事業に参加する場合や、ジョーンズ ラング ラサールと利害関係がある、または利害

関係があるかもしれない資産（不動産、証券、その他の資産）を取得する場合。当社の

事業利益を分けるために、特定の従業員や取締役へ時折提供される会社策定プログラム

への共同投資機会については、本規範が定める追加承認を必要としません。 

 ベンダーおよび下請会社など、ジョーンズ ラング ラサールと取引関係がある、または

取引を希望する個人もしく組織や、ジョーンズ ラング ラサールと競合する個人もしく
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は組織から、贈り物、便宜、ローン、特別なサービス、支払い、特別な計らいなどを受

け取る場合。以下のそれぞれが当てはまる場合は例外を認める場合があります。 

 良いビジネス慣行に沿う行為である。 

 合理的に判断した場合、ビジネスの誘導や賄賂として解釈されない。 

 少額である（現地通貨で大体 100米ドル相当以下） 

 受け取りが公開されても、ジョーンズ ラング ラサールの評価が下がることはな

い。 

 ジョーンズ ラング ラサールまたは自分自身を有利にするために、個人、会社や政府職

員の判断を不正に左右させようとする贈り物、便宜、ローン、特別なサービス、支払い、

または特別な計らいの提供。 

 

利益相反の可能性がある場合は、まず直属の上司の承認を得て、そして倫理担当役員に情報を

開示する必要があります。「ニューヨーク証券取引所の企業行動規範に関する要件の遵守 - 規

範条項の適用除外」が定める特定のケースの場合は、取締役会の使命委員会およびガバナンス

委員会、最高経営責任者（CEO）、または地域の最高経営責任者の承認も必要になる場合があ

ります。その一方、完全な情報開示があり、メリットを検討した結果、当社や顧客にとって有

益であり、ビジネス観点から望ましいと判断される場合は、授受を認めるケースもあります。 

 

参考資料：賄賂の認識および防止方法に関するトレーニング資料のマネージャー用ツールキッ

ト。前述の「市場に対する責任 - 贈り物または賄賂の受け取り禁止」もご覧ください。 

 

当社事業機会の不正利用 

利益相反に関連する行為として挙げられるのは、会社の事業機会の不正利用です。当社の従業

員、役員、および取締役は、会社の資産、情報、各自の立場を使って、または会社での通常業

務を通して知り得た事業機会を自分のために活用することはできません。当社の従業員、役員、

および取締役には、会社の正当な利益を向上させる義務があります。したがって、会社の資産、

情報や立場を利用して、個人的な利益を得ることはできません。 
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個人的な活動 

ジョーンズ ラング ラサールの従業員は、自分の業務遂行やジョーンズ ラング ラサールの事業、

会社゗メージ、評判に悪影響を及ぼす可能性がある社外活動に携わってはいけません。個人的

な活動は、業務活動と同様に、可能な限りの誠実さをもっておこなう必要があります。個人的

な活動やその他の金、税金関係の事柄が一般に知られると、当社の評判が落ちるかもしれませ

ん。当社には、社名を傷つける、または当社と顧客、従業員、株主、その他関係者間の関係に

悪影響を与えると合理的に思われる個人的な活動をした場合、その従業員を解雇する権利があ

ります。  

 

従業員、役員、取締役への貸し付け 

当社は稀に従業員へ個人的な貸し付けや保証をおこなうことがありますが、その際は正当な業

務目的があり、当社の顧客や株主に対する義務と対立する内容でないことを確認するために、

慎重に精査します。  

 

場合によっては、会社の取締役会の委員や特定の執行役員への貸し付けは米国サーベンス・オ

クスリー法（企業改革法）により禁じられていて、できないことがあります。したがって取締

役会の委員や執行役員への貸し付けを検討するときは、グローバル主席倫理担当役員の承認を

得る必要があります。従業員に対する貸し付けや保証については、倫理担当役員の承認を得る

必要があります。 

 

参考資料：従業員への貸し付けに関する方針 

 

外部会社の役員または取締役就任 

場合によっては、当社の従業員が他社や企業団体、分科会、教育団体、ベストプラクテゖス団

体などの役員や取締役の委員を務めると、当社にとってプラスになることがありますが、個人

的に、または当社の利益と大きく対立する可能性もあります。したがって、当社の従業員が外

部の会社や団体の役員または取締役を務めることが許される状況について記した方針を別途用

https://connect.joneslanglasalle.com/Resources/Policies/CorporateGovernance/Policies/Policy%2020%20-%20Employee%20Loans.pdf
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意しました。このような役職を引き受けるときは、社内で正しい手順を踏めるように、事前に

この方針を読み、倫理担当役員に相談してください。 

 

参考資料：役員および取締役就任に関する方針 

 

ジョーンズ ラング ラサールの情報、アイデア、および知的財産の保護 

情報、知的財産、および革新的なゕ゗デゕは、ジョーンズ ラング ラサールにとって重要な価値

ある資産です。これらの無形資産が開示されてしまうと、競合会社に当社の競争的優位を奪わ

れ、事業を失う可能性があるため、私たちは価値ある無形資産を見分け、管理、保護しなけれ

ばなりません。当社が機密扱いとしていて一般公開されていない、悪用から保護する必要のあ

る情報の例を一部、以下に挙げます。 

 

 企業買収や売却の計画 

 社内の会計情報 

 専有技術やソフトウェゕ 

 専有の研究情報やデータ 

 顧客情報（価格設定情報、損益計算モデル、予測情報、提案依頼、法的書類など

を含む） 

 事業戦略およびモデル 

 新製品やマーケテゖングのコンセプト 

 従業員記録 

 従業員の報酬、報酬プラン 

 訴訟の戦略および情報 

 競争優位を与えるプロセス、企業秘密、ビジネスノウハウ、およびベストプラク

テゖス 

 リスク管理、保険関連の情報 

 顧客のために当社が保管する機密情報 

https://connect.joneslanglasalle.com/Resources/Policies/CorporateGovernance/Policies/Policy%2025%20-%20Officer%20or%20Director%20Positions.pdf
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当社の機密情報を開示してもいいのは、正当な業務目的のためにそれが必要な場合、または訴

訟や政府当局による捜査により法的に必要な場合に限ります。正当な業務目的があって当社の

機密情報を開示する場合であっても、通常は機密保持契約を使って情報を保護した方がいいで

しょう。 

 

会社を退職する場合は、雇用期間中に入手した機密情報を使って当社の顧客や従業員を引き抜

いてはいけないという義務が退職後も継続します。そのような行為に及んだ場合は、対象者

（と次の勤務先）が当社に対する損害の責任を問われる可能性があります。さらに企業秘密の

盗難を犯罪行為とする法律もあるので、企業は多額な罰金、個人の場合は禁固刑が科される場

合があります。 

 

参考資料：知的財産、機密情報に関する方針、情報セキュリティ違反の際にとるべき手順（ノ

ート PCの紛失、盗難時など）、゗ントラネット上に掲載されたデータプライバシーに関する

情報 

 

当社ブランドの取り扱い 

ジョーンズ ラング ラサールの社名、ブランドゕ゗デンテゖテゖ、および会社ロゴ（と当社の事

業を示すために採用する、その他のサービスマーク）は、当社を他の会社と区別する強力な価

値ある資産です。ジョーンズ ラング ラサールの従業員としての言動や私たちが下すビジネス判

断は、当社の社名、ブランドゕ゗デンテゖテゖ、ブランドの位置づけ、および個性を支え、進

化させるものである必要があります。私たちは一つのグローバルブランドを持って市場に参入

しているので、世界中のどこにいても、すべての活動や取引においてジョーンズ ラング ラサー

ルの社名とブランドを一貫した方法で取り扱わなければなりません。適切な承認手続きや法的

な精査が無く、社名およびブランドに関する当社の方針を遵守していない場合は、決して当社

の社名やブランドの使用権を第三者に認めてはいけません。 

 

参考資料：マスターブランド方針  

https://connect.joneslanglasalle.com/Resources/Policies/CorporateGovernance/Policies/Policy%207%20-%20Intellectual%20Property.pdf
https://connect.joneslanglasalle.com/Resources/Policies/CorporateGovernance/Policies/Policy%2028%20-%20Information%20Security%20Incident%20Response.pdf
https://connect.joneslanglasalle.com/Resources/Policies/CorporateGovernance/Policies/Policy%2037%20-%20Master%20Brand%20Principles.pdf
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過去の勤務先に対する義務 

当社は、ジョーンズ ラング ラサールに新しく雇用された、または雇用される予定の従業員が、

過去の勤務先に対して有する継続的義務を尊重します。それには機密、専有情報の使用や開示

の制限、そして新しく雇用される従業員の業務に対する制限などが含まれます。 

 

当社は、すべての従業員が過去の勤務先に対する契約上の義務、機密保持義務、および受託義

務を守ることを期待しています。そのような制限により制約される場合は、ただちにジョーン

ズ ラング ラサールへ報告してください。新しい従業員は、当社で働き始めるときの条件として、

職務の障害となる状況を解決する必要があります。 

 

参考資料：競合会社の従業員の雇用に関する方針 

 

正確で完全な記録の保持と情報開示 

私たちには一人一人に、顧客に関する記録を含め、正確で完全な記録を保持する責任がありま

す。ジョーンズ ラング ラサールの帳簿や記録、または顧客のために保持する記録には、虚偽の、

誤解を招くような、または不自然な情報を含めてはいけません。違法、または不適切な目的で、

資金や資産を保持してはいけません。当社の資産、負債、および取引は、すべてを会社の会計

帳簿に正確かつ完全に記録する必要があります。顧客やその他の第三者向けの゗ンボ゗スを作

成する従業員は、完全な情報に基づいた、契約上の取り決めを反映する、正確な゗ンボ゗スを

作成できるように細心の注意を払ってください。 

 

会社を代表して情報開示の仕事に関与する従業員は、米国証券取引委員（SEC）への提出書類

を含め、公的報告書や書類において当社の情報が完全、公正、正確、適時かつ理解可能な形で

開示されるように、誠実さをもって努めてください。 

 

参考資料：不正会計に関する申し立て手順および弁護士への報告手順   

 

会計処理の健全性と報告 

https://connect.joneslanglasalle.com/Resources/Policies/CorporateGovernance/Policies/Policy%2015%20-%20Hiring%20From%20Competitors.pdf
https://connect.joneslanglasalle.com/Resources/Policies/CorporateGovernance/Policies/Policy%2013%20-%20Complaint%20Procedures%20for%20Accounting%20Auditing.pdf
https://connect.joneslanglasalle.com/Resources/Policies/CorporateGovernance/Policies/Policy%2016%20-%20Attorney%20Reporting%20Policy.pdf
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ジョーンズ ラング ラサールは、一般に認められた会計原則と会計および監査に関する内部統制

の遵守を定めています。当社の従業員は帳簿記録および会計記録、そしてこれらの記録から作

成する報告書について、すべての適用法に従って保持、提出する必要があります。これらの記

録や報告書は、当社の資産、負債、収入、および経費を正確かつ公正に反映しなければなりま

せん。 

 

参考資料：不正会計に関する申し立て手順および弁護士への報告手順   

 

勤務時間と経費の報告、コーポレートカード 

ジョーンズ ラング ラサールのすべての従業員は、勤務時間と経費について適時、正確、完全に

報告する責任があります。当社の方針を遵守して、各国で定められている報告ツールや様式を

使用する必要があります。   

 

タ゗ムカードの提出が義務づけられている場合は、実際の勤務時間を正確に反映するタ゗ムカ

ードでなければなりません。 

 

会社からコーポレートカード（顧客のために使用するパーチェシングカードを含む）を受け取

った場合は、正当な業務目的のためだけに使用してください。個人的な買い物に使ってはいけ

ません。個人的な買い物で誤ってコーポレートカードを使ってしまった場合は、そのカード請

求額を会社に払い戻す必要があります。  

 

株主の金を大切に使う 

会社の金を使うときは、その金が自分のものではなく、株主のものであることを常に忘れない

でください。したがって、会社の金を使うときは、普通の人が自分の金を使うときと同じくら

いの注意を払ってください。一般株主がその支出を見て、当社のミッションに貢献する正当な

業務目的があっておこなわれた支出だと同意するかどうかという疑問を、常に念頭に置いてく

ださい。会社の金の浪費や注意を払わない支出は、倫理的な行動といえません。 

 

https://connect.joneslanglasalle.com/Resources/Policies/CorporateGovernance/Policies/Policy%2013%20-%20Complaint%20Procedures%20for%20Accounting%20Auditing.pdf
https://connect.joneslanglasalle.com/Resources/Policies/CorporateGovernance/Policies/Policy%2016%20-%20Attorney%20Reporting%20Policy.pdf
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法的文書の受け取り、訴訟問題の報告と管理 

法的文書を受け取った場合は、至急対応する必要があります。ただちにその旨をリージョナル

ジェネラルカウンセルに通知し、早急に文書を送付してください。  

 

顧客やその他の第三者による、ジョーンズ ラング ラサールに対する申し立てや脅迫は、それが

法的文書としておこなわれたものでなくても、法的文書と同様に取り扱う必要があります。法

的問題や法的問題になりそうな事案を自分で取り扱ったり、当社のリーガルサービスに所属す

る弁護士が関与することなく争ってはいけません。 

 

参考資料：法的問題や法的問題の可能性がある事案の報告に関する方針、訴訟についてよく寄

せられる質問  

 

ドキュメントの保持 

従業員は適用法および゗ントラネットのポリシーポータルで参照できる会社のドキュメント保

持方針に従い、業務記録（電子的に保管されたドキュメントや Eメールだけでなく、紙ドキュ

メントも含む）を保持する必要があります。当社業務の取引として残す必要のない Eメールや

ドキュメント（紙および電子媒体を含む）は業務記録としてみなすべきではないので、保管せ

ず、破棄してください。 

 

進行中の訴訟や政府当局による捜査に関わる会社記録、または会社の顧問弁護士から「訴訟ホ

ールド」があるため特定のドキュメントを保持する必要があると言われた場合は、決してそれ

を承知の上で破棄してはいけません。 

 

参考資料：ドキュメント保持方針   

 

よく寄せられる質問 

 

株主に対する当社の責任についてよく寄せられる質問は、ここ をクリックしてください。  

https://connect.joneslanglasalle.com/Resources/Policies/CorporateGovernance/Policies/Policy%2033%20-%20Reporting%20Actual%20or%20Potential%20Litigation%20Matters.pdf
https://connect.joneslanglasalle.com/Services/Legal/AM/Lists/FAQ/Legal%20Documents.aspx
https://connect.joneslanglasalle.com/Services/Legal/AM/Lists/FAQ/Legal%20Documents.aspx
https://connect.joneslanglasalle.com/Resources/Policies/CorporateGovernance/Policies/Policy%2010%20-%20Document%20and%20Records%20Retention.pdf
http://www.joneslanglasalle.com/Pages/InvestorFAQ.aspx
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コミュニティに対する当社の責任 

 

当社の事業活動は大都市から小さな地方市場まで、全世界に及びます。そして当社が事

業活動するすべての地域において、コミュニティの改善のために最大限の努力をします。 

 

グローバルリレーションズ 

ジョーンズ ラング ラサールは、当社が事業活動をおこなう国に貢献する責任があることを認識

しています。当社は事業を展開するすべての地域において、常に良き企業市民となることを目

指します。 

 

当社は CSR（企業の社会的責任）への取り組みを誇りにしており、その内容は CSR報告書とし

て当社公開ウェブサ゗ト上で毎年発行しています。  

 

環境への危害 

当社は自社または顧客の事業活動に関連するすべての環境法令規則に従います。有害廃棄物お

よび生物的有害廃棄物の取り扱いや廃棄については、適切な手順を入念に守ります。当社がこ

れらの法令規則を遵守するためには、当社の事業活動がどのような影響を環境に与えているか

を理解しなければなりません。また、有害物質の適切な取り扱い方法をすべて守り、そして有

害物質の放出、不適切な処分、または環境に危害を及ぼすかもしれないその他の状況がある場

合は、ただちに上司へ報告してください。 

 

児童労働とあらゆる形態の強制労働 

当社は、現地の法律および倫理的な慣行によって認められており、それらに従っている、また

は本人の健康や幸福に悪影響を及ぼさない限りは、16歳未満の労働者を雇用しません。  

 

当社は強制的または不当な児童労働には関与しません。そしてすべてを承知の上で、強制的または

不当な児童労働を強いるサプラ゗ヤーや代理人に関わることも、そのような組織との合弁事業に参

http://www.joneslanglasalle.com/csr/SiteCollectionDocuments/CSR_full_report.pdf


 46 

加することもありません。当社はプロジェクト管理を取り決める際に、第三者による不適切な慣行

があればそれを顧客に伝え、状況に応じて対処案を示します。 

 

当社はいかなる形態の強制労働であっても許容しません。業務を遂行するために雇ったベンダ

ーの場合でも同様です。 

 

社会奉仕活動 

ジョーンズ ラング ラサールと従業員は、多数の重要な社会奉仕活動に資金やその他の面で支援

しています。皆さんは、自分の意見や行動をジョーンズ ラング ラサールの意見や行動として示

さない限りは、自由に地域の慈善活動、政治組織や自分が関心のある問題に参加することがで

きます。社会奉仕活動に関わるときは、ジョーンズ ラング ラサール、顧客、またはベンダーの

機密、専有情報や企業秘密を用いないでください。社外の活動が自分の仕事の遂行に影響する

ようなことがあってはいけません。ジョーンズ ラング ラサールの従業員は同僚に対して、決し

て個人的な信念に反する運動や政治、宗教、または慈善活動を支援するように強制してはいけ

ません。また、公の場で社会奉仕活動について言及するときは、事前にコーポレートコミュニ

ケーションズ部門に連絡してください。 

 

会社が適切だと判断すれば、勤務時間中に慈善活動や社会奉仕活動に参加することを許可する

場合がありますが、それには事前に直属の上司に相談して承認を得る必要があります。  

 

 

会社による政治献金 

会社による政党、選挙候補者や運動への献金は、当社が事業を展開する国や管轄地域の法律で

明確に規制されている可能性があります。当社の従業員は、決してジョーンズ ラング ラサール

の社名を使って政党、選挙候補者や運動に献金してはいけません。意図的でないとしても、当

社がこれらの法律に違反したことになり、厳しい罰則が科される場合があります。ジョーンズ 

ラング ラサールの社名でおこなわれる政治献金は社内の承認手続きと法的な精査を経て、正当

な業務目的があり、適用法に従うようにしなければなりません。 
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よく寄せられる質問 

 

コミュニテゖに対する当社の責任についてよく寄せられる質問は、ここをクリックしてくださ

い。 



 48 

本規範の違反または違反の可能性の報告方法 

 

自分が本規範を違反するかもしれない行為に関わってしまった場合、または違反するか

もしれない行為を目撃したり知り得たりした場合は、ただちに報告することを強く勧め

ます。役員レベルの従業員の場合は、報告が義務づけられています。またすべての従業

員が当社の調査に全面的かつ正直に協力しなければなりません。従わない場合は解雇を

含めた懲戒処分の対象となる場合があります。 

 

違反または違反の可能性がある場合は、次のいずれかの方法で報告してください。 

 

 当社にはグローバル主席倫理担当役員、グローバル次席倫理担当役員、および地域倫理

担当役員として任命された従業員がいます。皆さんはいずれかの倫理担当役員に直接連

絡して、本規範について質問したり、違反または違反の可能性を報告することができま

す。連絡先情報は本規範の巻末および゗ントラネット上の Ethics Everywhereサ゗トを参照

してください。 

 

 ジョーンズ ラング ラサールが設立した、世界中から利用できる倫理ホットライン（+1 

877 540 5066）に電話することができます。倫理ホットラ゗ンは、独立系のサービスプロ

バ゗ダーである Global Compliance Services Inc.の従業員が電話に対応しています。この倫理

ホットラ゗ンは 24時間 365日利用でき、電話対応者はいずれかの主要言語を話すことが

できます。倫理ホットラ゗ンに電話すると Global Compliance社の従業員がすべての連絡

内容を記録して、その情報をグローバル主席倫理担当役員およびその他最低一人の倫理

担当役員へすぐに転送します。匿名による連絡を希望する場合は、レゾルーション番号

（Resolution Number）が言い渡されます。その後 Global Compliance社が連絡を受けた問題

内容をグローバル主席倫理担当役員に転送します。連絡者には後日また電話をかけ直す

ようにお願いするので、その際に解決方法や問題の詳細について話し合うことができま

す。 
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 www.jllethicsreports.comから書面にて報告することができます。報告はどの言語を使用し

ても構いません。またこのウェブサ゗トは独立系のサービスプロバ゗ダーである Global 

Compliance Servicesにより運営されており、報告者の Eメールゕドレスが当社に伝えられ

ないことになっているので、報告者が希望する場合は匿名で報告することもできます。

報告された内容はグローバル主席倫理担当役員とその他最低一人の倫理担当役員へ転送

されます。 

 

匿名で報告した場合は、事実関係を十分に把握できないと徹底的な調査が難しくなることを忘

れないでください。したがって、当社が事実関係を理解して問題を無事解決できるようにする

には、可能な限りの情報を伝えてください。本規範に違反するかもしれない行為に関わってい

る場合は、会社にそれを伝え、問題解決に協力してください。当社はその協力姿勢を考慮して

対応を判断します。当社は報告を受けると、倫理担当役員が調査をおこないます。  

 

機密保護の制限 

当社は本規範に関する問題を匿名で報告したい、または報告内容を機密扱いにして欲しいと希

望する従業員もいることを理解しています。当社はこれらの報告の機密性を可能な限り守りま

す。しかし報告者が身元を明らかにしない場合は、問題への適切な対処ができない可能性があ

ります。また、他者から補足情報を得たり、提供された情報を公開したりしないと社内調査を

進められない場合もあります。いずれにしても、当社は最大の努力を払って真面目に本規範へ

の遵守問題を調査し、関係者全員に配慮しながら行動します。なお当社は方針に従い、妥当な

政府当局による調査があれば全面的に協力し、捜査に役立つ情報を所持していれば提供します。 

 

報復措置の禁止 

誠実に本規範への違反の可能性を報告した場合、または本規範に対して疑問を投げかけた場合

は、報復措置の対象になることはありません。「誠実に」とは、報告した内容が正しい、また

は実際に本規範に違反しているという意味ではありません。問題の報告や疑問の提起は、正直

http://www.jllethicsreports.com/
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におこなうということです。本規範について誠実に疑問や問題を提起した従業員への報復、仕

返し、または嫌がらせは固く禁じられています。 

 

本規範への遵守に関する判断プロセス 

法的、倫理的な問題であれば、多くの場合、何が正しくて何が間違っているかの判断は簡単に

できます。法律や実務基準が適切な行動を明確に示している場合、答えは簡単です。しかしな

がら、何が正しいのか明確でない場合もあります。そしてすべての問題を事前に想定して準備

することは不可能です。したがって最良の方法は、そのような問題の解決方法を理解すること

です。難しい倫理的な問題が発生したときに、うまく解決するために試してほしい方法を以下

に挙げます。 

 

1. すべての事実関係をつかむ 

事実を十分につかまないことには、適切な解決方法に導けません。 

 

2. 自分に対して具体的に求められている行動は何なのか、と自問自答する 

この問いかけをすることにより、自分が直面する問題と、他の選択肢があるかどうかに集中す

ることができます。 

 

3. 自分の責任を明確にする 

私たちが直面する状況の多くは、複数人の間で責任が共有されています。そのすべての関係者

に状況を説明しましたか？ 他の関係者を巻き込んで問題について話し合うことで、良い対処方

法が見つかるかもしれません。 

 

4. 公平か？ 

法律や会社の方針に照らして解決できる、はっきりとした問題でないときにこの簡単な質問を

聞くと、多くの場合に方向性を示してくれます。対処方法が公平に見えない場合は、なぜ公平

に見えないのか、具体的に誰にとって公平でないのかを、自問自答してください。多くの場合、
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倫理的に最善とされる対処方法は、すべての関係者にとって公平であるように見える対処方法

でもあり、全員の疑問や懸念が考慮されるようにすべての情報が公開されます。 

 

5. 報道されるとどう見えるか？ 

便利な考え方として挙げられるのは、それが新聞や゗ンターネットに掲載されて、顧客、上司、

または家族が読んだとしたら、自分はどう思うかと問いかけることです。自分や会社が恥をか

くことになるのであれば、倫理的に正しくないことが関係している可能性が高いでしょう。 

 

6. 問題について、直属の上司と相談する 

これはいずれかの上記手順の途中で検討した方がいいでしょう。多くの場合、上司は皆さんよ

り豊富な経験があり、早い段階から判断プロセスに入れてほしいと願っています。問題につい

て直属の上司と話し合いにくい場合は、手順 7に進んでください。 

 

 

7. 会社の倫理担当役員または倫理ホットラインに連絡する、もしくは倫理ウェブサイトにアク

セスする 

会社の倫理担当役員の支援はいつでも受けることができます。なお、真剣な倫理問題の場合は、

なるべく早い段階で倫理担当役員に支援を依頼してください。または世界中のどこからでも倫

理ホットライン（+1 877 540 5066）に主要言語を使って電話することもできますし、

www.jllethicsreports.comにゕクセスして電子手段を使って報告（どの言語でも構いません）する

こともできます。倫理ホットラ゗ンのオペレーターに提供した情報はただちにグローバル主席

倫理担当役員ともう一人の倫理担当役員へ転送されます。匿名による報告でない場合は、その

後、倫理担当役員の一人が報告者に折り返し電話します。 

 

内部告発者および顧問弁護士による報告の方針 

当社は米国企業改革（SOX）法に従い、(1) 不正会計の疑いに関する報告、および (2) 不正行為を

報告するという顧問弁護士の義務について、特定の方針を定めました。これらの方針について

は、゗ントラネットの Ethics Everywhereサ゗トを参照してください。これらの方針は特に、状況

http://www.jllethicsreports.com/
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に応じて適切と判断される場合に、取締役会の監査委員会長へ直接連絡する方法を示していま

す。 

 

参考資料：顧問弁護士による報告の方針  

 

https://connect.joneslanglasalle.com/Resources/Policies/CorporateGovernance/Policies/Policy%2016%20-%20Attorney%20Reporting%20Policy.pdf
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ニューヨーク証券取引所の企業行動規範に関する要件の遵守 

 

当社の株式が上場されているニューヨーク証券取引所は、「上場企業は取締役、役員、

および従業員に適用される企業行動倫理規範を取り決めて開示し、役員または執行役員

に対する規範条項の適用除外がある場合はただちに開示すること」と定めています。  

 

ニューヨーク証券取引所指摘するとおり、「どの企業行動倫理規範も、行き届いた行動

をする倫理意識のある役員、取締役や従業員に置き換えることはできません。しかしこ

のような規範は倫理的なリスクに取締役会や幹部の目を向けさせ、倫理的な問題を従業

員が見分けて対処するときの手引きとなり、倫理にもとる行動を報告する手順を知らせ、

正直さと説明責任がある企業文化を育むことができます。」本規範は、ニューヨーク証

券取引所の要件を満たし、それを上回ります。 

 

規範条項の適用除外 

当社の執行役員または取締役会の委員に対する本規範の適用除外が承認されるためには、取締

役会の独立した非常勤委員で構成される、取締役会の使命委員会およびガバナンス委員会の多

数決が必要となります。本規範が言及する当社の「執行役員」とは、最高経営責任者と最高経

営責任者の直属の部下にあたる役員を指します。使命委員会およびガバナンス委員会により本

規範の適用除外が認められた場合は、会社の株主へただちに開示する必要があります。 

 

会社のその他の従業員に関する本規範の適用除外が承認されるためには、(1) 従業員が所属する

業務部門の最高経営責任者、または (2) 従業員が所属するグローバルコーポレートスタッフ部門

の最高経営責任者による承認が必要となります。 

 

本規範の情報開示 
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本規範は、ニューヨーク証券取引所の定めに従い、当社のウェブサイトで公開されています。

なお、当社が株主向けに発行する年次報告者には、本規範が当社のウェブサ゗トで公開されて

いて、希望する場合はその印刷板を郵送する旨が記載されています。 

 

 

 

http://www.joneslanglasalle.com/
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倫理担当役員に関する情報（2010年 12月現在） 

倫理担当役員に関する最新の一覧は、゗ントラネットの Ethics Everywhereサ゗トで参照すること

ができます。本改訂版を作成した時点の倫理担当役員は次のとおりとなっています。 

 

グローバル主席倫理担当役員 

マーク・オーリンガー 

(+1 312 228 2423) 
Mark.Ohringer@jll.com 
 

グローバル次席倫理担当役員 

ゴードン・レップ 

(+1 312 228 2755) 
Gordon.Repp@am.jll.com 
 

地域倫理担当役員 

 

米州 

キャサリン・デゖトマーズ 

(+1 312 228 2323) 
Kathryn.Ditmars@am.jll.com 
 

アジア大洋州 

ジェーン・ニヴェン 

(+65 6494 3845) 
Jane.Niven@ap.jll.com 
 

ウォーウゖック・ザウゕー 

(+61 2 9220 8353) 
Warwick.Sauer@ap.jll.com 
 

モニカ・プーリー 

(+65 6494 3825) 
Monica.Puri@ap.jll.com 
 

欧州、中東およびアフリカ（EMEA） 

ニコラス・テ゗ラー 

(+44 20 7399 5863) 
Nicolas.Taylor@eu.jll.com 
 

リチャード・モウソープ 

(+44 20 7399 5533) 
Richard.Mowthorpe@eu.jll.com 
 

クリスチャン・ド・ワール 

(+31 20 5407 914) 
Christiaan.de-Wal@eu.jll.com 
 

゗ンゴ・サ゗ドナー 

(+49 69 2003 1125) 
Ingo.Seidner@eu.jll.com 
 

ラサール インベストメントマネジメント 

LIM米州 

ゴードン・レップ 

(+1 312 228 2755) 
Gordon.Repp@am.jll.com 
 

LIMゕジゕ大洋州 

ジェレミー・スノード 

(+81 3 5501 9366) 
Jeremy.Snoad@lasalle.com 
 

LIM欧州 

リチャード・モウソープ 

(+44 20 7399 5533) 
Richard.Mowthorpe@eu.jll.com 
 

 

 

mailto:Mark.Ohringer@jll.com
mailto:Gordon.Repp@am.jll.com
mailto:Kathryn.Ditmars@am.jll.com
mailto:Jane.Niven@ap.jll.com
mailto:Warwick.Sauer@ap.jll.com
mailto:Monica.Puri@ap.jll.com
mailto:Nicolas.Taylor@eu.jll.com
mailto:Richard.Mowthorpe@eu.jll.com
mailto:Iskandar.Lalisang@eu.jll.com
mailto:Gordon.Repp@am.jll.com
mailto:Jeremy.Snoad@lasalle.com
mailto:Richard.Mowthorpe@eu.jll.com


 56 

worldwide hotline at (+1 877 540 5066)または www.jllethicsreports.comへの報告は 24時間、どの主要言

語によっても利用できます。 

 

違反だと疑う行為が米国国防総省との契約に関連している場合は、国防総省監察総官ホットラ

゗ン（800-424-9098）または Eメール（hotline@dodig.mil）により報告することもできます。 

 

違反だと疑う行為が別の米国連邦機関との契約に関連している場合は、国土安全保障省の監察

官へフゔックス（202-254-4292）または Eメール（dhsoighotline@dhs.gov）を送って報告すること

もできます。 

 

 

 

http://www.jllethicsreports.com/
mailto:hotline@dodig.mil
mailto:dhsoighotline@dhs.gov

